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神奈川県議会議員  北  井  宏  昭  



国際的な感染症対策における協議会の活用について 

 

災害発生時に国内外から訪れている観光客への適切な対応方法を身につけてもらおうと、本県で

は、観光危機管理マニュアル＝観光事業者のための災害対応マニュアルを作成したことは周知の通り

です。このことについて、マニュアルを作成した県の観光企画課は「災害で不安な時こそ、観光客へ

のホスピタリティが必要」としており、同感します。 

 

昨年１２月の県議会で、このマニュアルの実効性を高めるため、鉄道・バス・タクシー・レンタ

カー・航空・船舶等の交通関連事業者やホテル・旅館事業者、そして観光協会やマスメディア等と行

政とで構成される協議会を設置し、情報共有・情報交換可能な組織形態＝協議会を構築する必要性

を、質問趣意書で提言しました。併せて、その協議会での情報そのものが、県民全体への有用な情報

になることも訴えました。 

それに対する知事からの答弁書は、「県内市町村関係団体、観光協会、旅行業団体、宿泊関係団

体、交通事業者団体、経済団体等を構成員とする『神奈川県観光魅力創造協議会』を活用するなど、

県と観光事業者等が、台風をはじめとする災害発生時の取組について、情報共有・情報交換を進めて

いきます。」という内容であり、本県の危機管理意識の高さを再認識出来ました。 

 

さて、今回の中国・武漢市が発生源と言われている新型肺炎は、２０１９年１２月３１日に世界

保健機関（ＷＨＯ）に報告された新型コロナウイルスがもたらしたもので、本県では２０２０年１月

１６日からその対策を講じてきたと認識しております。またそれは、中国の春節時期にも重なり、イ

ンバウンドの増加が懸念されるタイミングになりました。 

海外からの水際対策等のウイルスへの対応を講じるのであれば、災害時対応と同様に、神奈川県

観光魅力創造協議会を速やかに招集し協力を仰ぎ、そのネットワークを活用した情報の収集・交換・

共有の危機管理体制を敷くことが有用であったと考えます。もちろん、この協議会には、航空会社・

旅客船協会・バス協会・タクシー協会も構成団体として参画していただいております。 

 

もしも今回、このような対応が全国で機能していたならば、水際対策はより実効性の高いものに

なったかもしれません。バス運転手やバスガイド、タクシー運転手等が感染を免れたかもしれませ

ん。２月初めに横浜港に入ったクルーズ船への対応も、より良いものになったかもしれません。 

グローバルな時代に、すべてを喰いとめることは困難であると思われますが、海外からの未知の

ウイルスの場合は、上陸を最小限に抑え、感染拡大を遅らせることで、あらゆる準備に対する猶予を

つくり出すことが重要です。未知のウイルスである以上、行政として過剰反応と受け取られても「最

悪を想定し、万全を期す」ことが、その使命である考えます。 

 

新型肺炎については、未だ不明な点が多く全容が解明されていない中で、国から自治体への情報

は限定的と思われるものの、その情報の少なさに、県民の多くが不安を感じていると察せられます。 

このような状況下では、国からの情報に頼るのではなく、本県自らが協議会のネットワークを活

用し、積極的に情報を収集・交換・共有することが、県民を守ることにつながると考えます。 

 

 

そこで知事に伺います。 

● 遅きに失した感はあるものの、神奈川県観光魅力創造協議会を直ちに招集し、情報の収集・交

換・共有の作業を進めるべきと考えますが、ご所見をお伺いいたします。 

● そして今後も発生することがあるであろう、国際的な感染症への対応の際には、速やかに神奈川

県観光魅力創造協議会を活用し、県民を守るべきと考えますが、ご所見をお伺いいたします。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/2019%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/12%E6%9C%8831%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9
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質問趣意書 

神奈川県議会議員 菅原直敏 

(2020 年 2 月 21 日)  

 

１．ICT 人材の独自採用について 

  

東京都では、8 月に世界最速のモバイルインターネット網の構築に向けて

「TOKYO Data Highway 基本構想」を策定し、同構想及び「Society5.0」の実現に

向けた取組を迅速に推進していくため、高度な専門性と豊富な経験を有する人材を

ICT 人材（特定任期付職員）として採用しています。自治体がデジタル変革を迫ら

れる中、特に都道府県や大規模な基礎自治体においては、デジタル変革に明るい専

門人材を独自に採用することは、様々な点において重要であると考えます。 

本県では、「かながわ ICT・データ利活用推進計画」を策定し、データ統括責任

者（ＣＤＯ）を設置するなど、デジタル化の取り組みを推進しています。 

そこで、本県のデジタル化推進にかかる職員の専門性の担保と設置状況について

知事にお伺いします。また、東京都のように ICT 人材の採用についてのご所見もお

伺いします。 

 

２．兼業・副業について 

 

 2019 年、福井県は都道府県で、全国で初めて「兼業・副業」限定で人材を募集し

ました。この背景には、企画、広報、マーケティングなど自治体が苦手とする分野

における専門人材に対するニーズと、近年推進されている民間企業における兼業・

副業解禁の流れがあります。 

 本県においても、種々新規的な取り組みを推進していますが、企画、広報などに

専門性をもった人材が適切・的確に加わればより大きな成果につながると思われる

事業がみられます。 

 そこで、本県でも事業によっては、民間の兼業・副業の人材を活用することは有

益であると考えますが、知事のご所見をお伺いします。また、そのための指針や取

り組みを試験的にでも実施することをご提案しますが、ご所見をお伺いします。 

 また、福井県では、職員の兼業・副業についての基準を明確にしました。公務員

の兼業・副業は法律的に禁止されたものではありませんが、基準が不明確なため、

実際に取り組もうとする職員の障壁となっていました。 

 少子高齢化が進展する中で、地域における知見をもった公務員が地域に兼業・副

業的に活動していく指針を県として示すことは、重要であると考えます。 

 そこで、本県の職員が兼業・副業する際の指針を明示すべきと考えますが、知事

のご所見をお伺いします。 


